愛媛県福祉サービス第三者評価機関公開情報

	愛媛県認証番号
	　認証有効期間　(平成22年10月10日～平成25年10月9日)

	
	　22保第625-4号
	認証年月日(更新)
	　平成22年 9月21日

	評価機関名
	　特定非営利活動法人　エイジングサポートセンター

	代表者名
	　理事長　谷川まゆみ

	評価担当部署
	担当部署名
	　福祉サービス第三者評価事業部

	
	責任者役職・氏名
	　役職名
	　理事長
	　氏　名
	　谷川まゆみ

	
	所在地
	　愛媛県松山市みどりケ丘5-15

	
	電話・ＦＡＸ番号
	  TEL 089-994-5812   FAX 089-994-5813

	
	ホームページ
	　http://www.hanamaru-chan.com/

	
	E-mail
	 npo.aging@shore,ocn.ne.jp

	　評価対象分野（施設）
	保育所、児童館、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、障害者・児施設、老人福祉施設、老人保健施設

	評価調査者　　計１0名

	研修修了者番号
	所属評価調査者の資格・経歴等

	
	評価調査者指導者研修
	看護師長（精神科）、認知症専門講師、病院療養指導センター長、特別養護老人ﾎｰﾑ施設長等２２年

看護師、介護支援専門員

	
	愛福評07020
	居宅介護支援事業所管理者等３０年

資格看護師、介護支援専門員

	
	愛福評08009
	訪問介護事業、居宅介護支援事業所所長として組織運営管理業務６年

資格介護支援専門員・介護福祉士

	
	愛福評09007
	特別養護老人ホーム７年、居宅介護支援事業所管理者７年

資格主任介護支援専門員・介護福祉士

	
	愛福評09008
	大学病院看護師、訪問介護事業管理業務
資格看護師・認知症ケア専門士・介護福祉士

	
	愛福評10006
	在宅介護支援センター、通所介護管理業務
資格介護支援専門員・介護福祉士

	
	愛福評10007
	管理業務、介護支援専門員５年
資格准看護師、介護支援専門員

	
	愛福評10008
	訪問介護間者２年
資格介護福祉士・認知症ケア専門士

	
	愛福評10009
	訪問介護管理者、居宅介護支援事業所管理者７年
資格ヘルパー１級、介護支援専門員

	
	愛福評10010
	小学校教員３６年
資格社会福祉主事

	第三者評価の手法
	別紙　手法に関する規程・標準的な評価の流れ

	　料　金
	事業者規模
	基本調査
	オプション
	・オプションは、職員アンケート、家族調査（アンケート）等
・交通費（実費）は別途請求。

	
	定員100名以上
	250,000円 
	50,000～
  150,000円
	

	
	定員 50名以上
　　100名未満
	200,000円 
	
	

	
	定員 50名未満
	150,000円 
	
	

	評価に関する異議・苦情申立窓口


	責任者職・氏名
	  理事長　谷川まゆみ

	
	窓口担当者職氏名
	　副理事長 　川口清孝

	
	電話・ＦＡＸ番号
	  TEL 089-994-5812   FAX 089-994-5813

	
	電子メールアドレス
	npo.aging@shore,ocn.ne.jp

	
	受付日及び時間
	月～金：10時～17時（年末年始、祝日除く）

	評価調査者の研修計画
	　県主催継続研修、評価機関主催フォローアップ研修

	評価結果の公表方法
	　愛媛県ＨＰ、ＷＡＭＮＥＴ（ワムネット）エイジングＨｐ

	第三者評価以外の主な業務内容
	・福祉サービスに関する情報収集と公開（予定）
・介護サービス情報の公表調査（予定）

・地域密着型サービス第３者評価（予定）

	第三者評価の実績
	　未だありません

	事業実施にかかる規程等
	　運営規程、守秘義務に関する規程、倫理規程等

	評価機関自己ＰＲ欄
	　特定非営利活動法人エイジングサポートセンターは児童から高齢者までの人権擁護と生活の質の向上及び自立の支援を主たる事業として平成１３年度より活動を展開しております。
　行政型の監査とは違う第三者評価事業の目的は、①サービスの質の向上につながります。社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適切なサービスを提供するよう求められていますが、第三者評価事業は、客観的・専門的な評価を受けることで事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、職員が一丸となってサービスの質の向上へ向けて取り組むことができるようになります。②利用者及び家族への情報提供を行います。評価結果を公表することにより、利用者及び家族が自分たちのニーズに適した事業者を選択するのに有効な情報を提供します。施設側も改善することでサービスの質が向上していきますから利用者の満足や安心が得られることになります。



	評価機関に対する事業者評価
	　未だありません


